
第１０７回 姫路市農業委員会総会議事録 

 

開催日時  令和８年（2026年）４月２４日（金） 午後１時２５分から午後２時５０分 

開催場所  姫路市役所 本館１０階 第２会議室 

 

農業委員の出欠状況及び署名委員 

議席番号 氏  名 出 欠 署名委員 備  考 

１ 後 藤 明 彦 出席   

２ 小 林   隆 出席   

３ 森 下 光 春 欠席   

４ 大 西 正 紀 出席   

５ 岡 本 富 博 出席   

６ 船 引 政 則 出席   

７ 嘉ノ海 敏 明 出席   

８ 青 田 俊 則 出席   

９ 沼 田  雄 出席   

10 嶋 田 秀 文 出席   

11 飯 塚 祐 樹 欠席   

12 竹 内 己 良 出席   

13 橋 本 静 枝 出席 ○  

14 小 林 弘 行 出席 ○  

15  田 勝 博 欠席   

16 竹 内 光 明 出席   

17 福 永 信 幸 出席  会長職務代理者 

18 青 田   誠 出席  会長職務代理者 

19 田 靡 仁 志 出席  会長 

 

その他の出席者   ０名 

 

農業委員会事務局職員  ４名 

 



議事内容 

議案第１号  農地確認及び非農地確認について 

議案第２号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号  農地法施行規則第２９条第１号の確認について 

議案第４号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５号  畑地転換届について 

議案第６号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及び第４項による農用

地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴取について 

議案第７号  令和８年度農業者年金加入推進活動計画の策定について 

報告第１号  農地法第３条の規定による許可申請等に係る聞き取り調査について 

報告第２号  農地法第４条の規定による届出の専決について 

報告第３号  農地法第５条の規定による届出の専決について 

報告第４号  合意による解約等の通知について 

報告第５号  県許可案件の許可状況について 

報告第６号  農業経営改善計画（認定農業者）の認定について 

 

 （令和８年４月２４日 午後１時２５分） 

 

議  長 予定の方が揃われましたので、只今から、第１０７回総会を開催致します。 

 

【 議長挨拶 】 

 

現在の出席者数は、農業委員１９名中１６名の出席で過半数に達しており、会

議は成立しております。 

なお、森下光春委員、飯塚祐樹委員、𠮷田勝博委員から欠席の連絡を頂いてお

ります。 

 それでは、議案審議に先立ちまして、本日の議事録署名委員を議長より指名さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 異議なしの声を得ましたので、本日の議事録署名委員を橋本静枝委員と小林弘

行委員にお願いいたします。 

 それでは、これより議案審議に入ります。いずれも慎重審議をよろしくお願い

します。 

 議案第１号「農地確認及び非農地確認」について、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局 議案第１号（Ｐ１～Ｐ２）を説明する。 

〔農地確認及び非農地確認について〕 

 

この度は、非農地確認の申請が１０件提出されております。 

１番です。 

砥堀の畑□□□□□□につきまして、「平成１０年以前から山林化している」

との申請です。 

２番です。 

北原の畑□□□□につきまして、「平成１３年以前から山林となっている」と

の申請です。 



３番です。 

夢前町菅生澗の畑□□□□につきまして、「平成１６年以前から山林となって

いる」との申請です。 

４番です。 

安富町塩野の田□□□□につきまして、「平成２年から車庫として利用してい

る」との申請です。 

５番です。 

夢前町護持の田、畑２筆□□□□□につきまして、「平成１６年以前から資材

置場、処理場となっている」との申請です。 

６番です。 

船津町の畑□□□□□につきまして、「平成１７年以前から進入路として利用

している」との申請です。 

７番です。 

香寺町岩部の田□□□□につきまして、「平成１６年以前から住宅敷地として

利用している」との申請です。 

８番です。 

飾東町豊国の畑□□□につきまして、「平成１６年以前から車庫敷地の一部と

なっている」との申請です。 

９番です。 

花田町小川の田□□□につきまして、「平成１６年以前から倉庫敷地の一部と

して利用している」との申請です。 

１０番です。 

四郷町東阿保の畑の一部□□□□につきまして、「平成１６年以前から古墳と

防風林になっている」との申請です。 

現況は、いずれも申請どおりの内容となっており、各担当委員から「適当であ

る」との意見を頂いております。 

各地区農政協議会におきましては、特に問題点は出ておりません。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございます。 

只今の事務局の説明について、ご意見、ご質問、その他補足事項はございませ

んか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、非農地として確認することでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認と致します。 

 次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

事 務 局 〔農地法第３条の規定による許可申請について〕 

議案第２号（Ｐ３～Ｐ１０）を説明する。 

 

この度は、４９件の申請が提出されております。参考資料もあわせてご覧くだ

さい。 

所有権の移転が３２件、使用貸借権の設定が１６件、賃借権の設定が１件で、

市街化区域の案件が７番、８番、９番、３０番、３１番である外は、いずれも調

整区域または都市計画区域外の案件となっております。申請地は、１０番、１１

番、２１番、２３番及び３５番以降が「貸付地」である外は、いずれも譲渡人・

貸人の「自作地」で、譲受人・借人は６番、１１番、２１番が法人である外は、



いずれも「個人」となっております。「農地取得後の全部耕作・常時従事」につ

きましては、いずれの案件も申請地等に無断転用地等は確認されておらず、申請

地の耕作に必要な機械及び従事者等を確保されております。「通作距離」につき

ましては、３番が６４㎞である外は、いずれも１５km 以内となっております。

「周辺の農地等の農業上の利用に及ぼす影響及び措置」につきましては、いずれ

の案件も「周辺の農業と同様の農業を行うので、特に影響はない」ものとの申請

となっております。 

それでは、案件毎に申請の概要をご説明いたします。 

１番から６番につきましては、現在耕作面積が０㎡の新規農家の方の案件で

す。いずれも営農計画書が添付されております。 

１番です。 

夢前町新庄の畑□□□□につきまして、夢前町新庄の□□□□□が、□□□□

□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物は「根菜類」とな

っております。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□□□□□

□□□□□□□□とのことです。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北西部地区農政協議会では「営農

実績があるため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となっておりま

す。 

２番です。 

安富町植木野の田□□□□につきまして、安富町植木野の□□□□□□が、□

□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作物は「露地野

菜」となっております。農業を始めることとなった動機としましては、□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのこ

とです。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北西部地区農政協議会では「営農

実績があるため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となっておりま

す。 

３番です。 

安富町三坂の田□□□□□□につきまして、明石市の□□□□□□が、□□

□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。譲受人の住所は明石

市ですが、母の実家が高砂市にあり、そこを拠点として通作するとのことで

す。作付作物は「レモン、ブドウ」となっております。農業を始めることとな

った動機としましては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことです。 

なおこの案件、北西部地区農政協議会では「新規農家の聞き取り調査は必要」

との意見となっております。 

４番です。 

飾東町豊国の畑２筆□□□□□につきまして、飾東町豊国の□□□□□□

が、□□□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。作付

作物は「露地野菜」となっております。農業を始めることとなった動機としま

しては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□とのことです。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北東部地区農政協議会では「畑作

であり面積が小さいため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となっ

ております。 

５番です。 

御国野町深志野の畑２筆□□□□□□□につきまして、花田町一本松の□□

□□□が、□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。作付作

物は「アーティチョーク、カリブロ」となっております。農業を始めることと

なった動機としましては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことで



す。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北東部地区農政協議会では「従前

どおり経験のある父とともに営農するため、新規農家の聞き取り調査は必要な

し」との意見となっております。 

６番です。 

御国野町深志野の畑□□□□□□につきまして、□□□□□が代表を務める

御国野町深志野の□□□□□□□□□□□□□□□が、父である□□□□□か

ら「借り受けたい」との使用貸借権設定の申請です。借人は一般法人ですが、

①農地を適正に利用していないと認められる場合に貸借を解除する旨の条件を

契約書に付していること、②地域の農業における他の農業者と適切な役割の下

に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること、③一人以上業務執行

役員等が常時従事すること、以上の要件を満たすことから、一般法人として農

地を貸し借りできるものとして申請されたものです。作付作物は「野菜苗、サ

ツマイモ、ハボタン」となっております。 

農業を始めることとなった動機としましては、□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□とのことです。 

なおこの案件、現在耕作面積が０㎡ですが、北東部地区農政協議会では「従前

どおり経験のある父とともに営農するため、新規農家の聞き取り調査は必要な

し」との意見となっております。 

７番以降につきましては、既に耕作面積がある方の案件です。 

７番です。 

広畑区才の畑２筆□□□□□につきまして、広畑区才の□□□□□□□が、母

である□□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。この件

許可されますと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「露地野

菜」となっております。 

８番と９番です。 

御立西二丁目の□□□□□□□が、御立西一丁目の畑２筆□□□□□につきま

して、□□□□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この

件許可されますと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「露地

野菜」となっております。 

１０番です。 

網干区津市場の田□□□□につきまして、網干区津市場の□□□□□□が、□

□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。この件許可され

ますと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲」となって

おります。設定されている中間管理事業につきましては、合意解約手続き中で

す。 

１１番です。 

余部区下余部の田□□□□につきまして、農地所有適格法人の要件を満たす余

部区下余部の□□□□□□□□□□□□□が、□□□□□から「購入したい」と

の所有権移転の申請です。この件許可されますと、耕作面積は□□□□□□にな

る予定です。作付作物は「トマト、ミニトマト」となっております。設定されて

いる賃借権につきましては、許可日付で合意解約が提出される予定となっており

ます。 

１２番と１３番です。 

夢前町護持の□□□□□□が、夢前町護持の田３筆□□□□□□□につきまし

ては□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請と、夢前町護持の田

２筆□□□□□□□につきましては□□□□□□から「借り受けたい」との使用

貸借権設定の申請です。この件許可されますと、耕作面積は□□□□□□□にな

る予定です。作付作物は「水稲」となっております。 

１４番です。 



安富町末広の田２筆□□□□□につきまして、林田町八幡の□□□□□□が、

□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。申請地の隣の住宅

も同時に取得し、そこを拠点に営農するとのことです。この件許可されますと、

耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は「露地野菜」となってお

ります。 

１５番です。 

林田町林谷の田□□□□□□につきまして、林田町林谷の□□□□□が、□□

□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。この件許可されま

すと、耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲」となって

おります。 

１６番です。 

林田町上構の田４筆□□□□□□□につきまして、林田町中構の□□□□□□

が、□□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。この件許

可されますと、耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲」

となっております。 

１７番です。 

林田町山田の田□□□□□□につきまして、林田町山田の□□□□□□が、□

□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。この件許可され

ますと、耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲」となっ

ております。 

１８番です。 

林田町六九谷の田２筆□□□□□につきまして、林田町六九谷の□□□□□□

が、□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可され

ますと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲、露地野

菜」となっております。 

１９番です。 

書写の田□□□□□□につきまして、尼崎市の□□□□□□が、□□□□□□

から「購入したい」との所有権移転の申請です。譲受人の住所は尼崎市ですが、

実法寺を拠点として営農するとのことで、営農計画書が添付されております。こ

の件許可されますと、耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は

「季節野菜」となっております。 

２０番です。 

石倉の田□□□□につきまして、石倉の□□□□□□が、□□□□□□から

「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されますと、耕作面積は

□□□□□□になる予定です。作付作物は「果樹」となっております。 

２１番です。 

香寺町田野の田□□□□につきまして、農地所有適格法人の要件を満たす香寺

町の□□□□□□□□□が、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されますと、耕

作面積は□□□□□□□□□□になる予定です。作付作物は「小麦、水稲」とな

っております。 

２２番です。 

香寺町相坂と香寺町行重の田２筆□□□□□□□につきまして、龍野町一丁目

の□□□□□□が、□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請で

す。この件許可されますと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物

は「水稲、露地野菜」となっております。 

２３番です。 

船津町の田□□□□につきまして、船津町の□□□□□が、□□□□□□□か

ら「購入したい」との所有権移転の申請です。申請地は譲受人が耕作しており、

許可後の耕作面積に変動はありません。作付作物は「水稲」となっております。 

２４番です。 

豊富町御蔭の田７筆□□□□□□□につきまして、豊富町御蔭の□□□□□□

が、兄である□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。同



一世帯内での権利移動であるため、許可後の耕作面積に変動はありません。作付

作物は「水稲、野菜」となっております。参考として営農計画書が添付されてお

ります。 

２５番です。 

豊富町豊富の田□□□□につきまして、豊富町豊富の□□□□□□□が、□□

□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されます

と、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「露地野菜」となって

おります。 

２６番です。 

飾東町豊国の田□□□□□□につきまして、飾東町豊国の□□□□□が、□□

□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されますと、

耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲、露地野菜」とな

っております。 

２７番です。 

飾東町豊国の畑２筆□□□□□につきまして、飾東町豊国の□□□□□□が、

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□から

「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されますと、耕作面積は

□□□□□□になる予定です。作付作物は「野菜、黒豆、イチジク」となってお

ります。 

２８番と２９番です。 

大善町の□□□□□が、飾東町塩崎の畑２筆□□□□□につきまして、□□□

□□□□□□□より「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可され

ますと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「露地野菜」とな

っております。 

３０番です。 

花田町小川の田□□□□につきまして、新在家中の町の□□□□□□□が、同

居の父である□□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。

同一農家台帳内での権利移動であるため、許可後の耕作面積に変動はありませ

ん。作付作物は「水稲」となっております。 

３１番です。 

四郷町東阿保の□□□□□につきまして、四郷町東阿保の□□□□□□が、□

□□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されま

すと、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「野菜」となってお

ります。 

３２番です。 

別所町別所の田□□□□□□につきまして、別所町別所の□□□□□□が、□

□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されます

と、耕作面積は□□□□□□になる予定です。作付作物は「水稲」となっており

ます。 

３３番です。 

別所町佐土新の田３筆□□□□□につきまして、別所町佐土新の□□□□□□

が、□□□□□□から「贈与を受けたい」との所有権移転の申請です。申請地に

設置されている農業用倉庫については、則２９条確認願が同時に提出されていま

す。この件許可されますと、耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作

物は「露地野菜」となっております。参考として営農計画書が添付されておりま

す。 

３４番です。 

別所町佐土新の田□□□□につきまして、御国野町国分寺の□□□□□が、□

□□□□□から「購入したい」との所有権移転の申請です。この件許可されます

と、耕作面積は□□□□□□□になる予定です。作付作物は「果樹」となってお

ります。 

３５番以降につきましては、農地に設定された利用権が終期を迎えたことから

の切り替え更新手続き分の案件となっております。現在の借人が引き続き借り受



けて耕作されるものとの申請となっており、賃借権の再設定が１件、使用貸借権

の再設定が１４件となっております。許可後の耕作面積に変動はありません。 

いずれの案件も、各地区農政協議会におきましては、特に問題点は出ておりま

せん。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございます。 

 只今の事務局の説明について、ご意見、ご質問等はございませんか。また、報

告や補足説明等ございますか。 

 

委  員 ５番と６番の案件について、「経験のある父とともに営農する」とのことだ

が、営農計画書には、父である□□□□□は農業従業者として記載されていませ

んが。 

 

事 務 局 ５番の農地については、実際には以前から譲受人の父が借りて耕作しており、

今回の所有権移転の後も耕作の状況は変わらないとのことです。営農計画書に父

の名前を載せていないことについては、農業を引き継ぐ意志を明らかにするた

め、とのことです。 

 

委  員 ２８番と２９番について、畑で露地野菜を作る場合でも地域計画は関係あるの

ですか。 

 

事 務 局 地域計画には、田も畑も含まれます。 

 

委  員 １９番について、既存の耕作農地も書写にあるのですか。地目が田ですが、季

節野菜を作るのですか。 

 

事 務 局 譲受人は□□□□□□□□□□であり、実法寺を拠点にして、□□□□□□□

□□□独自の農園運営などを行っています。資料には登記地目を記載しています

が、現況は畑となっています。 

 

議  長 その他、何かございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、それでは、総会規定に基づき、採決します。この４９

件についていずれも許可相当と判断される方は挙手をお願いします。 

 

各 委 員 （全員挙手） 

 

議  長 全員の挙手をいただきましたので、いずれについても許可相当といたします。 

 次に、新規農家の聞き取り調査についてですが、事務局からの説明もありまし

たが各地区農政協議会の意見では、３番については聞き取り調査が必要、１番と

２番、４番から６番については必要なし、との意見でしたが、こちらについて何

かご意見等ありますでしょうか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、３番について聞き取り調査をするということでよろし

いでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 



議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、３番について、５月７日に来ていただいて新

規農家の聞き取り調査を実施することとします。 

 続きまして、議案第３号「農地法施行規則第２９条第１号の確認」について、

事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第３号（Ｐ１１～Ｐ１２）を説明する。 

〔農地法施行規則第２９条第１号の確認について〕 

 

２００㎡未満の農地を農業用倉庫などの農業用施設用地に利用する場合は、

農地法第４条の規定による県知事の転用許可は不要となっていますが、これに

該当することの確認願として５件提出されております。参考資料もあわせてご

覧ください。 

１番です。 

林田町上伊勢の田、畑３筆□□□□□につきまして、「農道として利用した

い」との確認申請です。現況はすでに「農道」となっております。 

申請地の農地区分は「農用地区域内農地」となっておりますが、当該転用に

よる姫路市農業振興地域整備計画上の支障の有無について、市農政総務課へ意

見を求めたところ、「支障なし」との回答を得ております。 

２番です。 

夢前町新庄の畑の一部□□□につきまして、「農業用倉庫として利用した

い」との確認申請です。現況はすでに「農業用倉庫」となっております。 

３番です。 

林田町中構の畑の一部□□□□□□につきまして、「農業用倉庫として利用

したい」との確認申請です。現況はすでに「農業用倉庫」となっております。 

４番です。 

別所町別所の畑の一部□□□につきまして、「農業用倉庫として利用した

い」との確認申請です。現況はすでに農業用倉庫が１棟設置されております。 

５番です。 

別所町佐土新の田の一部□□□につきまして、「農業用倉庫として利用した

い」との確認申請です。現況はすでに農業用倉庫が設置されております。 

いずれの案件も、北西部地区及び北東部地区農政協議会におきましては、特

に問題点は出ておりません。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。 

 事務局の説明その他について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、確認するということでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認と致します。 

 それでは続きまして、議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第４号（Ｐ１２）を説明する。 

〔農地法第５条の規定による許可申請について〕 

 

農地法第５条の規定による許可申請について、この度は、３件の申請が提出さ

れております。参考資料もあわせてご覧ください。 

１番が都市計画区域外の案件、２番と３番が調整区域の案件となっておりま



す。「代替地の有無」につきましてはいずれも「他に事業目的に適した代替地は

ない」となっており、「転用に必要な資力」につきましては、いずれも確保され

ております。「周辺農業への支障のおそれ」につきましては、いずれも転用目的

に照らして汚水の排水等は認められないことから、周辺農業への支障はないもの

と考えております。 

それでは案件ごとに、申請の概要をご説明いたします。 

１番です。 

夢前町高長の田２筆□□□□□□□につきまして、□□□□□□が、「譲り受

けて、露天資材置場にしたい」との転用の申請です。申請地の農地区分は、住居

等が連たんする区域に近接かつ農地の集団規模１０ｈａ未満の「第２種農地」に

該当すると考えております。「一体として事業に供する土地の利用見込み」につ

きましては、隣接宅地と一体利用し、全体面積□□□□□□の計画となっており

ます。「事業内容」につきましては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□となっており

ます。「他の許可等を受ける必要」につきまして、北西部地区農政協議会におい

て、都市計画法上の開発行為に該当し開発許可が必要ではないかとの指摘があ

り、改めて申請者に確認しましたが、本件は開発許可が不要ということは確認済

みである、との回答がありました。 

なおこの案件、転用面積が１，０００㎡を超えておりますので、本日、現地調

査班による現地調査を実施していただいております。現地調査班の意見としまし

ては、「許可相当」との意見となっております。 

２番です。 

豊富町御蔭の田□□□□につきまして、□□□□□□□が、「譲り受けて、一

般住宅を建築し、露天駐車場を設置したい」との転用の申請です。申請地の農地

区分は、公共施設である北出張所から近距離の「第２種農地」に該当すると考え

ております。「一体として事業に供する土地の利用見込み」につきましては、既

存宅地と一体利用し、全体面積□□□□の計画となっております。「事業内容」

につきましては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□となっております。「他の許可等を受ける必要」につきまして、建築許可が

申請済となっております。 

３番です。 

飾東町豊国の田□□□□につきまして、□□□□□□□□が、「譲り受けて、

貸露天駐車場を設置したい」との転用の申請です。申請地の農地区分は、上下水

道管、ガス管のうち２種類以上が埋設されている道路の沿道かつ近距離に２以上

の教育施設、医療施設等が存在する「第３種農地」に該当すると考えておりま

す。「事業内容」につきましては、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□となっております。 

いずれの案件も、北西部地区及び北東部地区農政協議会におきましては、特に

問題点は出ておりません。本日の審議の結果を意見として、県に送付したいと考

えております。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。  
１番について、開発許可が不要ということは申請者に確認したとの説明でし

たが、間違いはないですか。 

 

事 務 局 まちづくり指導課には、建物を建てない露天資材置場なので開発許可の手続

きは不要であると確認している、との説明を申請者から受けています。 



 

委  員 建物を建てなければ、５０ｃｍでも１ｍでも盛土をしていいのですか。 

 

事 務 局 計画では、土は高さ３０ｃｍ程度しか入れないと聞いていますが、再度申請

者に事業計画を確認し、県許可の際にも関係法令の許可見込みの確認すること

になりますので、必要に応じて手続きを取らせたいと思います。 

 

議  長 では、１番について、本日午前中に現地調査班が現地調査を実施しましたの

で、メンバーの委員から、現地調査の概要報告をお願いします。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ 

□□□□□ 

 

議  長 はい、報告、ありがとうございました。 

 事務局の説明その他について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですが、１番については、開発許可の部分がクリアできなければ

来月以降に持ち越すことになりますか。 

 

事 務 局 他法令の基準を満たしているかは県が許可判断をする際に事前に確認するの

で、やはり開発許可が必要ということであればそれまでに手続きを取らせます

が、現地調査の報告でもあったように、農地の転用自体は許可相当ということで

あれば、他法令の部分ですし、県に送付すればいいのではないかと思います。 

 

議  長 それでは採決します。許可相当とすることに賛同いただける方は挙手をお願い

します。 

 

各 委 員 （全員挙手） 

 

議  長 全員の挙手を確認しましたので、許可相当とします。  
それでは続きまして、議案第５号「畑地転換届」について、事務局から説明

をお願いします。 

 

事 務 局 議案第５号（Ｐ１３）を説明する。 

〔畑地転換届について〕 

 

この度は、１件の届出が提出されております。 

市街化区域の勝原区下太田の田２筆□□□□□につきまして、「水利の便が

悪く、水稲耕作に適さないため」との届出です。 

担当委員から「農地として適正に造成されると判断される」との意見を頂い

ております。中南部地区農政協議会におきましては、特に問題点は出ておりま

せん。 



以上で説明を終わります。どうぞよろしく、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 事務局の説明その他について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、それでは、承認することでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 「異議なし」の声を得ましたので、承認いたします。 

  
次に、議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及

び第４項による農用地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見

聴取」について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第６号（Ｐ１４～Ｐ２５）を説明する。 

〔農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及び第４項による農

用地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴取について〕 

 

説明に入ります前に、資料の一部訂正をお願いいたします。 

１番から１３番までの案件及び７８番と７９番の案件につきましては、今月

の北西部地区農政協議会での協議が尽くされておらず来月に継続協議となった

ことから、今月の案件から削除をお願いします。このことにより設定面積が変

更になりますので、全体の数字については参考資料でご確認をお願いします。 

農地中間管理事業にかかる農地の貸し借りにつき、農地中間管理機構である

公益社団法人ひょうご農林機構から、農用地利用集積等促進計画を県知事へ認

可申請するにあたり、農業委員会の意見を求められているものでございます。

農業委員会としましては、農地法３条の許可基準を準用して、意見についての

ご審議をいただくことになります。 

それでは説明します。この度の権利設定は、全体として、合計が「１４９

件、２４２筆、３２２，７４２㎡」の計画となっており、このうち、新規の設

定は「１２８件、２０１筆、２６９，５９２㎡」となっております。 

案件の説明に当たりまして、農業委員会等に関する法律第３１条の規定によ

り、「自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その

議事に参与することができない」こととされております。１３７番が□□□□

□□□□□□□□□□の案件となっておりますので、まず、その外の案件から

ご審議をお願いいたします。別紙参考資料をご覧ください。 

１４番から７７番、８０番から１３６番及び１３８番から１６７番につい

て、全体として、合計が「１４８件、２４１筆、３２１，４９５㎡」の計画と

なっており、このうち、新規の設定は「１２７件、２００筆、２６８，３４５

㎡」となっております。 

利用権の設定を受ける者のうち１４番から７７番までの□□□□□□□□□

□□□□につきましては、現在耕作面積が０㎡ですが、北西部地区農政協議会

では「すでに代表者が営農を行っており、その法人化によるもので実績がある

ため、新規農家の聞き取り調査は必要なし」との意見となっております。 

その他、北西部地区及び北東部地区農政協議会におきましては、特に問題点

はでておりません。本日の審議の結果を、ひょうご農林機構へ送付したいと考

えております。 

以上、農用地利用集積等促進計画への意見につきまして、よろしくご審議お

願いいたします。 

 

議  長 有難うございました。 



 
事務局の説明その他について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

委  員 １６１番から１６７番について、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□どういう状況ですか。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ 

 

議  長 ほかに、なにかございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 それでは、承認することでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認致します。  
次に、新規農家の聞き取り調査についてですが、北西部地区農政協議会の意

見では、聞き取り調査は必要なし、ということでしたが、こちらについて何か

ご意見等ありますでしょうか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 特にないようですので、それでは、聞き取り調査は省略することとします。 

  
［□□□□□□□関係の案件］ 

議  長 それでは、□□□□□□□、ご退室をお願いします。 

  
【□□□□□□□ 退室】 

 

事 務 局 それでは、１３７番についてご説明いたします。 

新規の設定が「１件、１筆、１，２４７㎡」となっております。北東部地区

農政協議会におきましては、特に問題点はでておりません。 

以上、どうぞよろしくご審議お願いいたします。 

 

議  長 只今の事務局の説明について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 それでは、承認することでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認致します。 

  
【□□□□□□□ 入室】 

 

議  長 □□□□□□□の案件は承認となりましたので報告します。  
次に、議案第７号「令和８年度農業者年金加入推進活動計画の策定につい

て」について、事務局から説明をお願いします。 

 



事 務 局 議案第７号（Ｐ２６～Ｐ２７）を説明する。 

〔令和８年度農業者年金加入推進活動計画の策定について〕 

 

農業委員会は農業者年金基金から農業者年金業務を受託しており、年１回加

入推進計画を作成しています。 

今年度は基金・兵庫県農業会議からの割り当てに基づきまして、新規加入者

１名の確保を目標とします。特に３９歳までの若手の方、女性の方の加入推進

を目指したいと考えています。ちなみに、前年度の新規加入はございませんで

した。加入する、しないは本人の意思・事情にもよるところがありますので、

なかなか難しいところがありますが、少なくとも農業者年金の仕組みを知らず

に加入する機会を逃すということが生じないようにしたいと考えています。 

具体的な加入推進方法につきましては、令和５年度から青田会長職務代理者

に加入推進部長をお願いしていますが、加入推進部長を中心に加入推進班を編

成し戸別訪問を実施したいと考えています。 

加入強化期間として１１月と翌年１、２月に設定しています。 

１１月は毎年実施しています農林漁業まつりにおいてチラシ配布で加入推進

を呼びかけるものです。１月、２月は農業者の方も比較的時間に余裕があると

考えられますので、それを見越して戸別訪問を実施したいと考えています。 

加入推進対策会議については、現在議案としてお諮りしていることが該当し

ます。他に農業者年金の加入推進はＪＡと共同で実施することになっています

ので、１０月にＪＡに対し加入推進会議の開催を呼び掛けたいと考えていま

す。 

広報普及活動としましては、８月発行の農業委員会だよりに加入推進を呼び

かける記事を掲載、また、先ほど申し上げました農林漁業まつりでのチラシ配

布を考えています。 

説明は以上です。策定の可否について、ご審議お願いいたします。 

 

議  長 有難うございます。 

事務局の説明その他について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

委  員 加入に年齢制限はあるのですか。 

 

事 務 局 ６０歳までです。国民年金とセットになります。 

 

議  長 その他、何かございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 それでは、承認することでよろしいでしょうか。 

 

各 委 員 異議なし。 

 

議  長 ｢異議なし｣の声を得ましたので、承認致します。 

 ここからは、報告事項となります。 

報告第１号「地法第３条の規定による許可申請等に係る聞き取り調査」につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第１号（Ｐ２８）を説明する。 

〔農地法第３条の規定による許可申請等に係る聞き取り調査について〕 

 

農地法第３条の規定による許可申請の決定に係る聞き取り調査について、３月

にご審議いただきました新規農家１件の聞き取り調査を、４月１日に実施してい

ただきました。 



当日は、ご本人が来庁され、担当委員から、本人の営農意欲、農業機械等の状

況、通作距離の確認、営農計画の聴取等、営農指導をいただき、誓約書も提出さ

れましたので、同日付にて許可書を交付しておりますことを報告いたします。 

 

議  長 報告ありがとうございます。 

それでは、この聞き取り調査の概要報告を、調査メンバーの委員からお願いし

ます。 

 

委  員 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□ 

 

議  長 報告ありがとうございました。 

 何かご意見ご質問等ありますか。 

 

各 委 員 

 

・・・。 

議  長 特にないようですね。 

 次に、報告第２号「農地法第４条の規定による届出の専決」について、事務局

から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第２号（Ｐ２９～Ｐ３１）を説明する。 

〔農地法第４条の規定による届出の専決について〕 

 

市街化区域内農地の４条転用案件で、この度は、３月６日から４月９日の間に

受け付けたもの１１件につきまして、法定要件を満たしており、特に問題がない

ものとして、事務局長専決により受理書を交付しましたことをご報告いたしま

す。 

 

議  長 有り難うございます。ご意見ご質問等ありますか。 

 

各 委 員 

 

・・・。 

議  長 特にないようですので、確認といたします。 

 次に、報告第３号「農地法第５条の規定による届出の専決」について、事務局

から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第３号（Ｐ３２～Ｐ３７）を説明する。 

〔農地法第５条の規定による届出の専決について〕 

 

市街化区域内農地の５条転用案件で、こちらも、３月６日から４月９日の間

に受け付けたもの２７件につきまして、法定要件を満たしており、特に問題が

ないものとして、事務局長専決により受理書を交付しましたことをご報告いた

します。 

 

議  長 有り難うございます。何かご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 



議  長 ないようですので、確認とすることでお願いします。 

 次に、報告第４号「合意による解約等の通知」について、事務局から説明をお

願いします。 

 

事 務 局 報告第４号（Ｐ３８～Ｐ３９）を説明する。 

〔合意による解約等の通知について〕 

 

合意による解約等の通知について、この度は、賃貸借契約の解約の通知が３

件、使用貸借契約の解約の通知が５件ございました。このうち、利用権に該当す

るものは３件、中間管理事業に該当するものは１件です。 

賃貸借契約の解約に伴う離作補償につきましては、いずれも「無償」となって

おります。 

説明は、以上です。 

 

議  長 有り難うございます。何かご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですね。確認をお願いします。 

 次に、報告第５号「県許可案件の許可状況」について、事務局から説明をお

願いします。 

 

事 務 局 報告第５号（Ｐ４０）を説明する。 

〔県許可案件の許可状況について〕 

 

県許可案件の許可状況について、３月において４件に許可が下り、既に許可

証を交付しておりますことを、ご報告いたします。 

 

議  長 報告、有り難うございます。確認をお願いします。 

 次に、報告第６号「農業経営改善計画（認定農業者）の認定」について、事

務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 報告第６号（Ｐ４１）を説明する。 

〔県農業経営改善計画（認定農業者）の認定について〕 

 

案件は２件です。 

１番目は、認定の継続申請になります。 

□□□□□で露地野菜、施設野菜の栽培の複合経営をされている□□□□□□

につきまして、農業の経営拡大及び利益率の向上など、改善に向けた取り組み

をされていることから、問題はなく、認定農業者として「おおむね適切であ

る」と農業委員会から市長へ回答していました。その結果として、令和８年３

月９日付けで継続認定したと市長から農業委員会へ通知がありましたので、ご報

告いたします。 

２番目は、認定の変更申請になります。 

個人事業主である□□□□□□から□□□□□□□□□□□□□へと変更され

ます。□□□□□□□□□□□□□□□□□□で稲作（うるち米、もち米、酒

米）、麦類作（はだか麦、小麦）、雑穀・いも類・豆類（大豆、黒大豆、小豆、

白小豆）の複合経営をされている□□□□□□□□□□□□□につきまして、農

業の経営拡大及び利益率の向上など、改善に向けた取り組みをされていること

から、問題はなく、認定農業者として「おおむね適切である」と農業委員会か

ら市長へ回答していました。その結果として、令和８年４月３日付けで変更認

定したと市長から農業委員会へ通知がありました。なお、認定期間は通常５年で

すが、□□□□□□□□□□□□□については□□□□□□の認定期間を引き継



いで、令和１１年９月までとなっております。 

報告は以上です。 

 

議  長 有り難うございます。何かご質問等ございませんか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 ないようですね。確認をお願いします。 

 以上で、本日の議題は、すべて終了しました。 

全体を通して、何かございますか。 

 

各 委 員 ・・・。 

 

議  長 事務局から、何かありますか。 

 

事 務 局 農業委員の改選について、４月２２日の選考委員会で候補者が選考されまし

た。今後、市議会の承認を求めていくことになりますので、お知らせします。 

 

議  長 それでは、本日の会議はこれで終了します。有り難うございました。 

 

 （午後２時５０分 終了） 

 

  



議事録署名委員 

 

（議  長）       田 靡 仁 志 

                                 

 

（署名委員）       橋 本 静 枝 

                                 

 

（署名委員）       小 林 弘 行 

                                 


